
 

 

令和 6 年第 1 回（3 月）町議会定例会提出議案の概要  

 

○議案第１号 令和５年度宇治田原町一般会計補正予算（第６号） 

〔企画財政課〕 

エネルギー・食料品価格等の物価高騰による負担増を踏まえ、令和５年度住民税均等

割のみ課税されている世帯や住民税非課税である子育て世帯などに対して、物価高対応

支援給付金を支給するための費用や町内の消費拡大と商工業者の活性化を図るため、商

工会が発行するプレミアム商品券の発行経費を補助するための費用などを追加するとと

もに、各種事業の決算見込みなどに伴い補正するもの。 

     既定額       5,402,945 千円 

    補正額          75,315 千円 

計        5,478,260 千円 

 【主要事業】 

・低所得世帯への物価高対応支援給付金支給事業費（均等割世帯）新規  26,835千円  

・低所得世帯への物価高対応支援給付金支給事業費（子ども加算）新規   8,608千円  

・うじたわらっ子家計応援事業費                新規   4,000千円  

・地域公共交通事業者支援事業費                新規   1,352千円  

・宇治田原山手線整備事業費                  拡充   3,451千円  

・まちを元気にするプレムアム商品券発行事業費補助金      新規  12,500千円  

・高校生等応援事業費                     新規   4,830千円  

  

○議案第２号 令和５年度宇治田原町国民健康保険特別会計補正予算 (事業勘定)（第２

号） 

〔健康対策課〕 

保険給付費の決算見込みなどに伴い補正するもの。 

    既定額       1,062,432 千円 

        補正額           601 千円 

     計        1,063,033 千円 

 

○議案第３号 令和５年度宇治田原町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） 

〔健康対策課〕 

後期高齢者医療保険料の調定額の増に伴い補正するもの。 

    既定額        154,978 千円 

        補正額          1,561 千円 

     計         156,539 千円 

 

○議案第４号 令和５年度宇治田原町介護保険特別会計補正予算（第３号） 

〔福祉課〕 

〔保険事業勘定〕 

保険給付費の決算見込みなどに伴い補正するもの。 

    既定額        831,665 千円 

        補正額        17,569 千円 

     計         849,234 千円 

 

 



 

 

〔介護サービス事業勘定〕 

事業費の決算見込みに伴い補正するもの。 

    既定額         5,822 千円 

        補正額           76 千円 

     計          5,898 千円 

 

○議案第５号 令和６年度宇治田原町一般会計予算  

〔企画財政課〕 

    予算額   5,399,000 千円 

    前年度比  4.3％ （222,000 千円） 増 

 

○議案第６号 令和６年度宇治田原町国民健康保険特別会計（事業勘定）予算  

〔健康対策課〕 

予算額   1,105,991 千円 

    前年度比  6.1％ （63,617 千円） 増 

 

○議案第７号 令和６年度宇治田原町後期高齢者医療特別会計予算 

〔健康対策課〕 

予算額   179,901 千円 

    前年度比  16.1％ （24,923 千円） 増 

 

○議案第８号 令和６年度宇治田原町介護保険特別会計予算 

〔福祉課〕 

予算額   897,475 千円 

    前年度比  8.2％ （68,394 千円） 増 

 

○議案第９号 令和６年度宇治田原町水道事業会計予算 

〔上下水道課〕 

予算額   541,150 千円 

    前年度比  9.5％ （46,992 千円） 増 

 

○議案第 10 号 令和６年度宇治田原町下水道事業会計予算 

〔上下水道課〕 

予算額   852,592 千円 

    前年度比  △11.7％ （112,856 千円） 減 

 

〇議案第 11 号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を  

改正する条例を制定するについて 

〔総務課〕 

監査委員及び教育委員会委員の報酬額について、宇治田原町特別職報酬等審議会の答

申を踏まえ、所要の改正を行うもの。 

 

 

 

 



 

 

〇議案第 12 号 宇治田原町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例等の一部

を改正する条例を制定するについて 

〔総務課〕 

地方自治法の改正により、会計年度任用職員に対する勤勉手当の支給が可能となり、

対象となる会計年度任用職員に適切に支給すべきとされたことから、会計年度任用職員

に対し、令和６年度より勤勉手当を支給するため、所要の改正を行うもの。 

 

○議案第 13 号 宇治田原町長等の給料の額の特例に関する条例の一部を改正する条例を  

制定するについて 

〔総務課〕 

町長、副町長及び教育長に係る給料月額及び期末手当の一部減額について、令和６年

４月以降も１年間延長するため、所要の改正を行うもの。 

 

 

○議案第 14 号 宇治田原町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例を制定す

るについて 

〔総務課〕 

非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部改正に伴い、所要の改正

を行うもの。改正内容は、補償基礎額の改定を行うもの。 

 

〇議案第 15 号 宇治田原町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等  

に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条  

例の一部を改正する条例を制定するについて 

〔企画財政課〕 

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正

に伴い、所要の改正を行うもの。 

主な改正内容は、法律の一部改正に伴い、定義を追加するもの。 

 

〇議案第 16 号 宇治田原町介護保険条例の一部を改正する条例を制定するについて 

〔福祉課〕 

３年に１度見直しを行う高齢者介護・福祉計画の改定及び介護保険法施行令の一部改

正等に伴い、所要の改正を行うもの。 

主な改正内容は、介護給付費の増加に対応するため保険料の引き上げ改定を行うとと

もに、所得に応じた保険料率区分を 15 段階へと改定を行うもの。 

 

〇議案第 17 号 宇治田原町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定  

める条例の一部を改正する条例を制定するについて  

〔福祉課〕 

令和６年度介護報酬改定により関係省令の一部が改正されることに伴い、改正を行う

もの。 

主な改正内容は、介護分野における良質なサービスの効率的な提供に向けた働きやす

い職場づくり及び身体的拘束等の適正化の推進等について、所要の改正を行うもの。 

 

 

 



 

 

〇議案第 18 号 宇治田原町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関す  

る基準を定める条例の一部を改正する条例を制定するについて  

〔福祉課〕 

令和６年度介護報酬改定により関係省令の一部が改正されることに伴い、改正を行う  

もの。 

主な改正内容は、介護分野における良質なサービスの効率的な提供に向けた働きやす

い職場づくり及び身体的拘束等の適正化の推進等について、所要の改正を行うもの。 

 

〇議案第 19 号 宇治田原町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運  

営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的  

な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を制定する  

について 

〔福祉課〕 

  令和６年度介護報酬改定により関係省令の一部が改正されることに伴い、改正を行う  

もの。 

主な改正内容は、介護分野における良質なサービスの効率的な提供に向けた働きやす

い職場づくり及び身体的拘束等の適正化の推進等について、所要の改正を行うもの。 

 

〇議案第 20 号 宇治田原町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予  

防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定め  

る条例の一部を改正する条例を制定するについて  

〔福祉課〕 

令和６年度介護報酬改定により関係省令の一部が改正されることに伴い、改正を行う  

もの。 

主な改正内容は、介護分野における良質なサービスの効率的な提供に向けた働きやす

い職場づくり及び身体的拘束等の適正化の推進等について、所要の改正を行うもの。 

 

〇議案第 21 号 宇治田原町国民健康保険税条例の一部を改正する条例を制定するについ  

て   

       〔健康対策課〕 

令和６年度の税率等を設定するため、改正を行うもの。 

改正内容は、全被保険者に課税される「基礎分」及び「後期高齢者支援金分」の種別

について、京都府から示された標準保険料率を勘案し見直すもの。 

 

〇議案第 22 号 宇治田原町福祉医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例を制定  

するについて   

       〔健康対策課〕 

京都府福祉医療助成事業費補助金交付要綱の改正に伴い改正を行うもの。 

改正内容は、福祉医療費の支給対象に、従来の身体障がい者、知的障がい者の一部に

加え、新たに精神障害者保健福祉手帳保持者の一部を加えるもの。 

 

 

 

 

 



 

 

〇議案第 23 号 宇治田原町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正  

する条例を制定するについて    

       〔上下水道課〕 

地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴い、所要の改正を行うもの。 

改正内容は、地方自治法の規定に繰り下げが生じたことによる引用条項の改正を行う

もの。 

 

〇議案第 24 号 宇治田原町水道布設工事監督者の設置基準及び資格基準並びに水道技術  

管理者の資格基準に関する条例の一部を改正する条例を制定するについて    

       〔上下水道課〕 

水道法の一部を改正する法律の施行に伴い、所要の改正を行うもの。 

改正内容は、水道整備・管理行政の権限等が厚生労働大臣から国土交通大臣及び環境

大臣に移管されることに伴い、該当条項の改正を行うもの。 

 

〇議案第 25 号 宇治田原町監査委員条例の一部を改正する条例を制定するについて    

       〔監査委員事務局〕 

地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴い、所要の改正を行うもの。 

改正内容は、地方自治法の規定に繰り下げが生じたことによる引用条項の改正を行う

もの。 

 

〇議案第 26 号 都市計画道路宇治田原山手線建設工事委託に関する協定の一部変更につ  

いて 

〔まちづくり推進課〕 

西日本高速道路株式会社関西支社と締結している協定金額に変更が生じたことによ

り、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定に基

づく工事の請負契約を締結するため、地方自治法第 96 条第１項第５号の規定により議会

の議決を求めるもの。 

変更内容は、緑苑坂から町道禅定寺奥山田線間の宇治田原山手北線供用に伴う精算等

による増額分約１億 1,600 万円を追加し、協定額９億 6,606 万 2,101 円を、10 億 8,200

万円に変更するもの。 

 

○議案第 27 号 指定管理者の指定について（宇治田原町奥山田ふれあい交流館）  

〔企画財政課〕 

奥山田ふれあい交流館の指定管理者として、引き続き「奥山田区」を指定するもの。 

 

○議案第 28 号 指定管理者の指定について（宇治田原町老人福祉センターやすらぎ荘）  

〔福祉課〕 

老人福祉センターの指定管理者として、引き続き「宇治田原町社会福祉協議会」を指

定するもの。 

 

〇議案第 29 号 指定管理者の指定について（宇治田原町ふれあい福祉センター）  

〔福祉課〕 

ふれあい福祉センターの指定管理者として、引き続き「宇治田原町シルバー人材セン

ター」を指定するもの。 

 



 

 

○議案第 30 号 指定管理者の指定について（銘城台自然公園）  

○議案第 31 号 指定管理者の指定について（銘城台児童公園）  

〔まちづくり推進課〕 

銘城台にある２つの都市公園の指定管理者として、引き続き「銘城台自治会」を指定

するもの。 

 

○議案第 32 号 指定管理者の指定について（緑苑坂てんじんやま公園）  

○議案第 33 号 指定管理者の指定について（緑苑坂にし公園）  

○議案第 34 号 指定管理者の指定について（緑苑坂なか公園）  

〔まちづくり推進課〕 

緑苑坂にある３つの都市公園の指定管理者として、引き続き「緑苑坂区」を指定する

もの。 

 

○議案第 35 号 指定管理者の指定について（宇治田原町林業センター）  

〔産業観光課〕 

林業センターの指定管理者として、引き続き「宇治田原町森林組合」を指定するもの。 

 

○議案第 36 号 指定管理者の指定について（森林総合利用施設（末山及びくつわ池自然  

公園）） 

〔産業観光課〕 

森林総合利用施設の指定管理者として、引き続き「須河車体株式会社」を指定するも

の。 

 

○議案第 37 号 指定管理者の指定について（宇治田原町商工センター）  

〔産業観光課〕 

  商工センターの指定管理者として、引き続き「宇治田原町商工会」を指定するもの。 

 

○議案第 38 号 指定管理者の指定について（宇治田原町お茶の京都交流拠点施設）  

〔産業観光課〕 

  宇治田原町お茶の京都交流拠点施設の指定管理者として、引き続き「1738 やんたん里

づくり会」を指定するもの。 

 

○議案第 39 号 城南衛生管理組合規約の変更について 

〔建設環境課〕 

  城南衛生管理組合の事務所が八幡市沢から宇治市折居へ移転するに伴い、組合規約第

４条に規定する組合事務所の位置を変更するべく組合規約を変更することについて、地

方自治法第 286 条第２項の規定により協議するため、同法第 290 条の規定により議会の

議決を求めるもの。 

 

○議案第 40 号 人権擁護委員候補者の推薦について  

〔税住民課〕 

現人権擁護委員の髙田美智子（たかだ・みちこ）氏の任期が本年６月 30 日をもって満

了となることから、その後任として林眞理子（はやし・まりこ）氏を法務大臣に推薦い

たしたく、人権擁護委員法第６条第３項の規定により、議会の同意を求めるもの。 


